
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年謝恩会報告 

昨年 12 月 8 日、弊所開催の謝恩会にご参加くださった皆様、ありが

とうございました。実に 4 年ぶりの開催となり、しばらくお会いでき

ていないお客様とも再会でき、楽しい時間を共有できました。また、

我々税理士法人 PLUS1 が、こうして新年を迎えられるのもひとえに皆

様の支えがあってこそです。次は新年大感謝祭？と景気良く行きたい

ところですが、それはまたの機会に。飲み食いの税法論点と言えば交

際費が挙げられますが、昨年末発表の税制改正大綱に交際費にしなく

ても良い飲食費について、一人当たり 5,000 円以下から 10,000 円以下

に引き上げると発表されました。「デフレマインドを払拭する観点か

ら」見直しを行うこととなったようです。2024 年 4 月 1日以降の飲食

より適用される予定ですので、日本の好景気に貢献したいですね。2024

年末も、皆様と楽しい時間を過ごせるよう、職員一同邁進いたします。 

どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。社員税理士 山地伸二 

謹賀新年 私は辰年の年男です衊衋行衍衎衏衒衐衑 
12 年前に還暦で老人の仲間入りと思いま

したが、今や立派な老人です。体力、知力

の劣化は止めようがございません。素直に

現実を受け入れ、欲張らずに今の自分が出

来ることをしっかりと行うしかないと思

っております。残された人生、まだまだ新

たな体験ができる筈と期待しています。皆

様にも素晴らしい出会いや体験がありま

すように祈念いたします。 朴廷煕 

税理士法人ＰＬＵＳ１ 

〒542-0081 

大阪市中央区南船場 1-16-10 大阪岡本ﾋﾞﾙ 5 階 

電話：06-6264-6135 ＦＡＸ：06-6264-6136 

事務所通信 パクチー 

2024 年 1 月号 

今月のマメ知識：【段階的に変わるビールの税率】 

先日、国税局の税務調査を受けた地ビールの製造販売会社が、過去３年間に出荷した缶ビールについて「発泡

酒に該当する」と指摘を受け追徴課税されたようです。わが国では、その製造方法や原料によってさまざまな 

酒類に分けられて税金がかかります。発泡性酒類については「ビール」「発泡酒」、第 

三のビールとも呼ばれる「その他の発泡性酒類」に分けられます。ビールと発泡酒の 

違いは、原料である麦芽の使用割合により区分されます。また麦芽の使用割合だけで 

はなく、その原料や製法によって税率が細かく分けられて複雑です。２０２３年１０ 

月から、この複雑な体系をより簡単なものに一本化することなどを目的に、２０２６ 

年までに段階的に税率が変更されます。350 ミリリットル缶に換算すると、改正によ

りビールでは約６円引き下げられ、第三のビールは約９円引き上げられて、これまで約 32円あった差が約 16

円まで縮まりました。３年後に一本化したときは 350 ミリリットル缶では約 54円の酒税となる予定です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の商売のヒント：【人生がお手玉なら】 

人生のたとえ話は色々ありますが、コカ・コーラの元ＣＥＯである

ブライアン・ダイソンは「人生は５つのボールでする“お手玉”の 

ようなもの」と言っています。５つのボ 

ールとは「仕事」「家庭」「健康」「友情」 

そして「自分の心」です。さらに「仕事 

はゴムのボール。たとえ落としたとして 

も、また戻ってくる。けれど、あとの４ 

つはガラスのボール。仕事に気を取られ 

て落としたなら、もろくも壊れてしま

う」。この言葉は、人生におけるバランスの重要性と優先順位につ

いて、特に仕事との関係をどう考えるかの参考になります。仕事と

他のボールとのバランスを取ることで、人生がより豊かになれば、

仕事はさらにうまくいくようになるでしょう。肝心なのはバランス

を取る方法です。ひとつは時間の使い方。仕事とプライベートで時

間を明確に分け、仕事に集中するのと同じようにプライベートの楽

しみにも集中する。特に、自分の心のケアに時間を割くことでスト

レスの解消になります。そのため心のバランスを取ることが、これ

からますます大事になる気がします。もうひとつは自分の価値観を

見直すこと。自分にとって本当に大切なものは何かを改めて考えて

みるのは、商売の重要性を考えることにもつながります。商売の目

的は人それぞれ。生活のため、自己実現のため、自己成長のため、

社会貢献のため、生きることそのもの、何でもありですが、どれも

仕事だけでは実現できません。仕事はゴムのボールでも、他の４つ

はもろく壊れやすいガラスのボール。商売で成功するには、人生の

優先順位を見失わないようにしたいものですね。 

佐藤です。12 月 15 日事務所を臨時休業し四日市方面に社外研修へ行って参

りました。初日は 12 時過ぎの鶴橋発・近鉄特急に乗車するところから研修

スタートです。車内で食べる昼食やドリンクの手配、先輩方のお口に合うか

ドキドキです。因みにキムパ、チャプチェ、チヂミの 3大炭水化物でした♪

宿にチェックイン後は薬石を使って約 2時間猛烈に発汗を促す、護摩行さな

がらミネラルミスト浴体験も研修の一つですꕌꕍꕎꕏꕐꕑ夜の夕食ではつい楽しくな

りお酌の気遣いが出来なく先輩方の教育的指導を受けましたꬕꨶꬖこれも研

修、反省点です。翌日はバス、ロープウェイで御在所岳へ向かったものの霧

が濃く、視界は不良で直ぐに下山することになり、朝食をおかわりしたにも

関わらず、山頂のレストランで名物のカレーうどんを欲張って食べ、更に昼

食は四代目菊川の一本鰻重を食すという貴重な経験もしました。大阪ではな

かなか味わえない景色や食を堪能することができ、心身ともにリフレッシュ

した一方で、皆様への心遣いや気配り等を見つめ直すことができましたの

で、学んだことをしっかりと活かせるよう日々心がけようと思いますꩠꨶꩢꩣꩤꩡ 

確定申告のご案内 

年が明け、確定申告の時期が近づいて

参りました。毎年弊社へご依頼いただ

いているお客様には、改めて各担当者

よりご連絡させていただきますが、事

業所得・不動産所得に関する書類、医

療費の領収書など各種資料のご準備

をお願い致します。令和 5年分の個人

所得税の申告・納付期限は 2024 年 3

月 15 日（金）、個人事業主の消費税

の申告・納付期限は 2024 年 4 月 1 日

（月）です。給与所得者であっても年

末調整を受けなかった人、年間給与収

入が 2,000 万円を超える人、一定額以

上の副収入がある人、二か所以上の会

社から給与の支払いを受けている人

などは確定申告が必要となります。ま

た、確定申告の必要がない人でも、ロ

ーンを利用して住宅の取得・増改築を

行った方は還付申告をすることで税

金が戻ってくるケースがあります。こ

の還付申告は 2 月 16 日より前の時期

でも受け付けてもらえますので、詳細

は、国税庁のホームページでご確認く

ださい。 


